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物納の準備

Q:私は土地の物納を考えています。物納

は時間がかかると聞いたのですが、どのよう

な準備をしておけば早く物納ができるのでし

ようか。

ヱヘ：賃貸借契約書の整備や土地の測量など

生前準備が可能なものを済ませておくと、早

く物納ができます。

【解説】

相続税の物納は、物納申請害を所定の期限

までに提出したからといって申請どおりに認

められるとは限りません。また、物納申請か

ら許可までには1～2年かかるようです。

物納を考えているのであれば、次のような

準備をしておくのもよいと思います。(1)～(3)
については、生前準備が可能です。

(1)相続税額の試算、不必要財産の検討

(2)賃貸借契約書の整備と権利関係の確認

士地が底地の場合には、賃貸借契約書の

整備と権利関係の確認が必要です。

(3)土地の測量と分筆

物納する上で必ず要求されるのが測量図

面です。道路査定、隣接地との境界線の確

認や実測面積と登記面積が異なる場合の更

正登記を行っておく必要があります。

(4)税務署及び財務局との打合せ

(5)近隣及び借地人からの印鑑

物納するための必要書類として「境界線

に関する確認書」、底地の場合には「賃借

地の境界に関する確認書」も必要になりま

す。これらは、近隣及び借地人からの印鑑

が必要です。
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